
■収集運搬部門

■中間処理部門

■最終処分部門

※単価算式 ： 1kg当たりのごみ処理原価 ＝ ごみ処理原価÷ごみ搬入量

中間処理とは、燃えるごみを焼却施設で焼却することや燃えないごみ・粗大ごみ・資源ごみを粗大
ごみ処理施設やリサイクルの処理施設で資源化や埋立処分するための破砕、圧縮、選別処理等のこ
とをいいます。この中間処理業務に加え、中間処理後の残さを最終処分場等へ運搬する業務や中間
処理後の資源物を資源回収業者に引き渡すまでの業務を担う部門を中間処理部門といいます。

● ごみ処理原価について（令和６年度）

組合では、環境省が定めた「一般廃棄物会計基準（令和3年5月改訂）」に基づき、ごみの収集から最終

処分までのごみ処理にかかる費用を「ごみ処理原価」として算出しています。

ごみ処理原価は、１年間のごみ処理にかかる費用を「収集運搬」、「中間処理（焼却・資源化等）」、

「最終処分（埋め立て）」の３つの作業部門に分け、さらに家庭系･事業系に区分して算定しています。

なお、それぞれの費用には、人件費や委託業者への委託料、施設設備の減価償却費、修繕費などが計上

されています。

【作業部門の定義】

収集運搬業務を担う部門。収集運搬とは、収集場所から家庭ごみを収集車で集め、焼却施設等のご
み処理施設やリサイクルの処理施設へ運ぶことをいいます。

最終処分業務を担う部門。最終処分とは、焼却施設で焼却した後に出る焼却残さ（灰）、粗大ごみ
処理施設で破砕処理や圧縮処理を行った後に出る資源化できない不燃物の処理残さを最終処分場に
埋立処分することをいいます。

【令和６年度のごみ処理原価】 （単位：千円）

家庭系 事業系 総　額

 ごみ処理原価 977,955 254,555 1,232,510

  内　訳

収集運搬部門 334,829 0 334,829

中間処理部門 554,058 221,946 776,004

最終処分部門 89,068 32,609 121,677

【ごみ搬入量】 （単位：ｔ）

家庭系 事業系 計

 ごみ総搬入量 25,235 9,744 34,979

【単位当たりのごみ処理原価】 （単位：円/kg）

家庭系 事業系 総　額

 １kg当たりのごみ処理原価 38.8 26.1 35.2



※ 令和6年10月1日現在の住民基本台帳人口、世帯数

・構成市町村の総人口：110,694人　　・世帯数：51,793

※ 算式：

    　            

 ● 令和６年度のごみ処理原価は、 12億3,251万円  　でした。

【令和６年度の住民１人当たり、１世帯当たりのごみ処理費】

 ● ごみ処理原価から算出すると、１人当たりのごみ処理費用は 11,134円  　で、

     １世帯当たりでは、 23,797円 　 となりました。

・1人当たりのごみ処理費用＝ごみ処理原価÷人口

・1世帯当たりのごみ処理費用＝ごみ処理原価÷世帯数

【ごみ処理原価の推移】

年　度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

構成市町村の総人口（人） 113,613 112,227 110,694

ごみ処理原価（千円） 1,094,221 1,230,413 1,232,510

　  います。　 

1人当たりのごみ処理費用（円） 9,631 10,964 11,134

 ● ごみ処理原価、1人当たりのごみ処理費用は、年々増加しています。

 ● 令和４年度以降、ごみ処理原価は約13％の増加、1人当たりのごみ処理費用は約16％の増加となって
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